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拝啓 
 
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 
 私たちは、気候変動対策や環境保全、⼈権保護・尊重の観点から、⼤規模開発事
業のもたらす環境社会影響の回避・軽減に向けて、調査・提⾔活動を⾏なっている
環境 NGO です。 
  
 私たちは、貴社がベトナムのカインホア省においてバンフォン⽯炭⽕⼒発電所建
設を計画されていると理解しています。現在、特に気候変動の観点から、新規の⽯
炭⽕⼒発電所建設事業に対する投融資からの撤退が世界的に進むなか、貴社が仙台
の⽯炭⽕⼒発電所計画を中⽌された動きは歓迎されるものです。⼀⽅、ベトナム等
で貴社が新規の⼤型⽯炭⽕⼒発電事業を推進する動きは、世界の流れに逆⾏してい
ると⾔えます。 
 
 また、私たちは、バンフォン⽯炭⽕⼒発電所事業が、気候変動のみならず、⼤気
汚染の影響や地域住⺠の参加プロセス等の点において、輸出信⽤機関の環境社会指
針や⺠間⾦融機関の⾚道原則といった国際基準に違反していると認識しています。 
 

したがって、貴社が以下に⽰す事項について精査し、気候変動・環境汚染を悪化
させる同事業から撤退することを求めます。 
  

1. 気候変動影響 
 2015 年にパリ協定が採択され、地球の平均気温の上昇を 1.5 度〜2 度未満に抑え
ることが国際的に合意されました。国連環境計画(UNEP)の排出ギャップレポート1に
よれば、新規の⽯炭⽕⼒発電所建設は、この⽬標と整合性を持たないことが明らか
になっています。  

                                                        
1 国連環境計画「排出ギャップレポート 2017 」

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf  
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 エネルギー源の中でも、温室効果ガスを最も多く排出する⽯炭⽕⼒発電からの脱
却は、国際社会がパリ協定の⽬標達成に向けて取組むべき共通課題となっており、
⾦融・保険業界における⽯炭関連事業からの投融資撤退の動きも加速しています。
そのような中、貴社が依然としてバンフォン⽯炭⽕⼒発電所の建設を推進しようと
していることは、明らかに世界的な潮流に逆⾏し、パリ協定の国際合意と⽭盾する
ものであるとともに、貴社⾃⾝にとっても将来的に座礁資産を抱えるリスクを伴う
ものと⾔えます。 
 また、660 メガワット（MW）の超臨界圧の⽯炭⽕⼒発電を２基建設するバンフォ
ン⽯炭⽕⼒発電所の計画は、OECD 公的輸出信⽤アレンジメント（OECD ルール）2で
公的⽀援の対象外となっている「500MW 超の超臨界圧⽯炭⽕⼒発電」に分類されま
す。⽇本政府も OECD ルールに則り、原則超々臨界圧以上の⽯炭⽕⼒発電設備のみ
⽀援するとの⽅針を⽰していることから3、同事業は国際協⼒銀⾏（JBIC）や⽇本貿
易保険（NEXI）の⽀援を受けることはできません。⽇本の⼤⼿⺠間銀⾏や保険会社
等も、欧⽶につづき、新規の⽯炭⽕⼒発電所建設への⽀援を制限するセクターポリ
シーを規定しはじめており4、同事業が⽀援を受けることは益々困難な状況となって
いると⾔えます。 
 貴社は、気候変動への影響を重視した世界の取組みに積極的に貢献する観点から
も、また、⾃社のリスク回避の観点からも、同事業からの撤退を真剣に検討すべき
ときにきています。 
 

2. 再⽣可能エネルギーの可能性 
 ベトナムでは近年、再⽣可能エネルギーの開発が進み、ベトナム政府が昨年発表 
した「ベトナム・エネルギー・アウトルック 2017」には、2035 年までに 40GW の太
陽光、 12GW の⾵⼒、3.7GW のバイオマス発電の開発ポテンシャルがあるとの推定

                                                        
2 “SECTOR UNDERSTANDING ON EXPORT CREDITS FOR COAL-FIRED ELECTRICITY GENERATION PROJECTS  
” 2015.9.  
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/PG(2015)9/FINAL&docLangua
ge=En 
3 第 5次エネルギー基本計画（2018 年 7月閣議決定）  
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf 
4 三菱 UFJ 銀行「MUFG 環境方針」「MUFG 人権方針」「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」 

（2018.5.15）https://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20180515-005.pdf,  

三井住友銀行「事業別融資方針クレジットポリシー」（2018.6.18）

http://www.smbc.co.jp/news/j601651_01.html,  

みずほフィナンシャルグループ「特定セクターに対する取り組み 方針」 （2018.6.13）
https://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20180613release_jp.pdf,  
“生保の石炭火力融資、見直しの動き－第一生命は停止、日生は検討”Bloomberg, 2018/5/14 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-05-14/P8JFEO6S972K01 

“日本生命 石炭火力投融資を停止 温室効果ガス抑制”毎日新聞,2018/7/13 

https://mainichi.jp/articles/20180713/k00/00m/020/056000c 
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が記されています5。バクリュウ省では国際協⼒機構（JICA）が協⼒準備調査を⾏っ
た⽯炭⽕⼒発電事業の開発が、⼤気汚染への懸念などを理由に中⽌されました6。  

 ベトナムは気候変動脆弱性インデックスにおいて、常に上位に位置づけられてい
る国であり、最も気候変動影響に脆弱な国の⼀つと⾔えます7。2001 年から 2010 年
の間には、異常気象や⾃然災害によって、平均 1.5%の GDP に相当する損失が毎年⽣
じています8。気候変動がさらに深刻化し、海⾯上昇、台⾵の巨⼤化、⽔害などが多
発すればさらなる被害が予想されます。 
 エネルギーへのアクセスを確保することは、⼈々の権利であり、⽣活に⽋かせな
いものです。しかし、エネルギー開発は現地の住⺠のニーズや意⾒、環境影響、気
候変動、持続可能性に配慮したものであるべきです。 
 

3. ⼤気汚染悪化の懸念 
 ベトナムでは⼤気汚染の問題が深刻になっており、⽯炭⽕⼒発電所からの排出も
⼀因とされています9。⽯炭⽕⼒発電所由来の⼤気汚染が早期死亡率につながってい
ることも報告されており、ベトナムを含む東南アジア地域で現在計画中あるいは建
設中の⽯炭⽕⼒発電所がすべて稼働した場合のシミュレーションによると、ベトナ
ムは 2030 年までに ASEAN 諸国の中で汚染のひどい国の上位に位置づけられ、⼤気
汚染による早期死亡者の数は年間 2万⼈にのぼると推定されています10。 

 国連の持続可能な開発⽬標（SDGs）においても、クリーンなエネルギー源のアク
セス確保が掲げられています11。⼤気汚染物質を排出する⽯炭⽕⼒ではなく、持続
可能で真にクリーンな代替エネルギーに投資すべきです。 
 

4. 地域住⺠の参加・協議と情報公開の問題 
 現地からの情報によると、同事業の環境影響評価（EIA）が 2018 年 3 ⽉に完了し
ている12にも関わらず、事業の影響を受ける地域住⺠には依然公開されていませ
ん。地域住⺠は⼗分な情報を提供された上での協議、つまり、同事業の意思決定プ
                                                        
5 “MoIT & Danish energy ministry release Vietnam Energy Outlook Report” Vietnam Economic Times, 21st Sep 
2017, http://vneconomictimes.com/article/vietnam-today/moit-danish-energy-ministry-release-vietnam-
energy-outlook- report 
6 “Vietnam province scraps coal plant over environmental concerns”, VN Express, 26th Sep 2016, 
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-province-scraps-coal-plant-over-environmental-concerns-
3476051.html  
7 Sönke Kreft, David Eckstein and Inga Melchior, “GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2017 Who Suffers Most From 
Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2015 and 1996 to 2015” 
https://germanwatch.org/fr/download/16411.pdf 
8 US AID, “CLIMATE CHANGE RISK PROFILE VIETNAM”, Jan 2017 
9 “Hanoi air is unsafe most of the time, coal plants blamed” VN Express, 9th Sep, 2017, 
https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-air-is-unsafe-most-of-the-time-coal-plants-blamed-3638973.html 
10 S. Koplitz et. “Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia”, Environ. 
Sci. Technol. 2017, 51, 1467−1476 http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.6b03731 
11 国連開発計画「目標 7: エネルギーをみんなに そしてクリーンに」
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-
clean-energy.html 
12 Chủ Nhật, “Sẵn sàng cho Nhiệt điện Vân Phong 1” Khanh Hoa Online, (18 March 2018), online: 
http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201803/san-sang-cho-nhiet-dien-van-phong-1-8072701/ 
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ロセスへの参加ができない状況にあります。これは、貴社が同事業を実施するにあ
たり融資要請を⾏うであろう JBIC の環境社会配慮ガイドライン13が求める「カテゴ
リＡに必要な環境社会影響評価報告書」の原則、および、三井住友銀⾏、みずほ銀
⾏、三菱 UFJ 銀⾏等の⺠間銀⾏が採択する⾚道原則の「原則５：ステークホルダ
ー・エンゲージメント」の関連規定14に違反しています。 
 
私たちは、貴社が以上に⽰した事項について精査を⾏い、同事業から撤退するとい
う賢明な判断を下すことを強く要請します。 
 
CC :  
国際協⼒銀⾏ 代表取締役総裁 前⽥匡史様 
⽇本貿易保険 代表取締役社⻑ 板東 ⼀彦様 
三菱 UFJ 銀⾏ 取締役頭取執⾏役員 三⽑兼承様 
みずほ銀⾏ 取締役頭取 藤原弘治様 
三井住友銀⾏ 頭取 ＣＥＯ（代表取締役） 髙島誠様 
 

 
 

敬具 
 

連絡先： 
国際環境 NGO FoE Japan  

〒173-0037 東京都板橋区⼩茂根 1-21-9  
tel: 03-6909-5983 fax: 03-6909-5986  

 

                                                        
13 株式会社国際協力銀行「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン 」（2015.1）
https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2015/02/34813/business_201502147_01.pdf 
14 Equator Principles （赤道原則） http://equator-principles.com/wp-
content/uploads/2017/03/equator_principles_III.pdf 


